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ロマンス詐欺とは、インターネット上の交流サイトなど  
で知り合った相手に恋愛感情や親近感を抱かせ、金銭

 等を騙し取る詐欺のことです。

 　 現実に一度も会ったことのない相手から

 「2人のために一緒に投資しましょう。」

 「生活を援助してもらいたい。」

 などとお金に関する話になったら、注意が必要です。

　 好意のある相手を疑いたくないと思われるかもしれ

ませんが、 騙されないためには、相手の言ったことを 
鵜呑みにせず、その情報が正しいのか調べたり、信頼で

 きる友人や家族に相談することが大切です。

インターネット上の広告やＳＮＳ等で投資を勧めて、お

金を振り込ませ、利益が出ているように見せかけて、架

空の投資を継続させるなどしながら、投資金や手数料名

目でお金をだまし取るＳＮＳ型投資詐欺が増えています。

だまされないためには、 

●　 投資内容は、よく確認し、分からない場合は取引

　 しないこと 

  ●　 絶対儲かる投資話をされたら、信用しないこと 

  ●　 「いますぐ」「先着〇名」の文言に注意すること 

●　 金融庁に登録している業者か確認すること 

などが大切です。                              

 「必ず儲かるはサギ！！」
　 自分だけで判断できないときは、周りの信頼できる

  友人や家族に相談することも大切です。

　 令和８年４月１日から、交通違反をした16歳以上の自転車
運転者について、交通反則通告制度いわゆる青切符適用の取
締りが開始となります。 

警察官の指導や警告に従わないで違反行為を続けた場合
や、他の車両・歩行者等に危険を生じさせる行為、交通事故に
直結するような悪質・危険な行為は取締りの対象となります。 

自転車も車両です。車両の運転者としての自覚と責任をし
っかりと持って、今まで以上に交通ルールを守り、安全に自転
車を利用しましょう。 

 
自転車等の交通ルールをお手持ち

のスマートフォンなどで学ぶことがで
きる神奈川県警察公式アプリ「かなが
わポリス」搭載の「スマートチリリンス
クール」を利用して、今一度自転車の
交通ルールを学習してみましょう。 

   
 

　 また、警察庁交通
局から自転車を安全・安心に利用するため
の「自転車のルールブック」も示されていま
すので、自転車を利用する方は確認しましょ
う。 


